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Ⅰ．不動産条件担保の概要 
 

１．不動産条件担保とは 

金融機関が設定した根抵当権を協会が枠取りして当該根抵当権を利用する担保です。 

代位弁済に際しては確定登記が行われ、協会へ根抵当権が移転されます。取扱条件には「協会優先」「協

会劣後」「同順位」等があります。 

 

２．取扱対象物件 

金融機関において現況調査等を完了している物件を条件担保としてください。また、新規に根抵当権を

設定する物件も取扱いできます。 

 

３．担保枠の考え方 

金融機関が設定した根抵当権の極度額を「金融機関担保枠」と「協会担保枠」とに分割し、それぞれの

担保枠を超えない範囲でお互いが利用するものとします。つまり、金融機関設定の確定前の根抵当権を協

会へ全部譲渡又は分割譲渡したときと同様の効力が生じることになります。 

 

【例】 

金融機関の根抵当権極度額1億円のうち3,000万円を協会優先で条件担保とすると次のようになります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．条件担保の対象となる保証口 

条件担保は、保証承諾時に特定した保証口のみを対象とします。当該保証口が完済すると当該条件担保

も自動的に解除されます（解除申請は不要です）。なお、既存の条件担保保証口の残高がある場合に限り、

新たな保証口を同一の条件担保の対象とすることができます（注）。 

（注）担保評価等により新たな保証口を既存条件担保の対象にできないことがあります。 

 

【例1】 

 

 

 

 

 

【例2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

金融機関(第１順位) 

極度額１億円 

協会（第１順位） 

極度額 3,000 万円 

 

金融機関（第２順位） 

極度額7,000万円 

 

 

条件担保Ⅹ 

保証口Ａ完済により条

件担保Ｘは自動解除

（解除申請不要） 

 

条件担保保証口Ａ 

 

条件担保Ⅹ 

条件担保保証口Ａの残

高があれば新たな保証

口Ｂも条件担保Ｘの対

象とすることが可能 

 

条件担保保証口Ａ 

 

保証口Ｂ 
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５．条件担保を利用する保証の借入限度額 

条件担保を利用する保証の借入限度額は、原則として「協会担保枠」と同額とします。 

例えば協会担保枠が3,000万円とすると、条件担保を利用する保証の保証限度も3,000万円となります。 

 

ポイント 

責任共有制度の対象保証についても、保証金額を基準に協会担保枠を算出します。例えば、負担金方式

の場合は外形上100％保証なので、原則として借入金額（保証金額）と同額を協会担保枠とします。また、

部分保証の場合、原則として借入金額の協会負担部分（80％：保証金額）と同額を協会担保枠とします。 

 

６．火災保険の質権設定 

条件担保物件が借地上の建物で木造の場合は、火災保険金請求権に対する質権を設定していただきます。 

 

７．条件担保の取扱いができない場合 

次に該当する場合は条件担保の取扱いができませんので、ご注意ください。 

①確定事由が生じている根抵当権 

②仮差押されている根抵当権 

③相続登記が未了の根抵当権 

④抵当権 

⑤代理貸付 

⑥共有根抵当権、共用根抵当権 

⑦その他協会が取扱いできないと判断した根抵当権 

 

８．代位弁済 

代位弁済時には根抵当権を確定の上、協会へ移転していただきます(事務手続きは14Ｐ～15Ｐ)。 

 

９．担保処分時の弁済(配当)の配分 

金融機関、協会ともお互いの担保枠を上限として、優先・劣後の取り決めに基づき、弁済(配当)を受け

るものとします(具体例は16Ｐ～17Ｐ)。 
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Ⅱ.保証申込に係る事務手続き 
 

１．条件担保の新規申請を伴う保証申込 

 

（１）提出書類 

条件担保を新規で申請する場合は、所定の保証申込書類に次の書類を追加して保証申込みをしてくださ

い。 

①不動産登記簿謄本（全部事項証明書）（写しでも可） 

設定内容が確認できるもので直近のものが必要です。 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写:追加設定含む) 

共同担保の場合に必要です。 

③住宅地図（所在地略図）（写し）、公図（14条地図）（写し）、地積測量図（写し）、建物図面・各階

平面図（写し） 

④求償の特約に関する念書(印鑑証明書添付要)(様式⑤) 

物上保証の場合に物上保証人から徴求します。個人の場合は、「個人情報の取扱いに関する同意書」が

必要です。法人の場合は、念書提出を議決した議事録写し（原本証明付）、履歴事項全部証明書（商業登

記簿謄本）が必要です。 

 

（２）信用保証依頼書の記入方法 

信用保証依頼書(様式①)「貸付条件・内容等」欄に下記のとおり記入します。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

担保有無 ２有 

担保種類 １不動産 

設定区分 ２金融機関 

担保流用区分 １新規 

備考（担保明細等） ①物件表示（所在地、家屋番号、地目・種類、面積） 

②金融機関設定額・順位 

③協会担保枠・優劣 

④その他特記事項 

（記入例）神戸市中央区海岸町1-2 、宅地、123.45㎡ 

同所1-2、家屋番号2-3、居宅、234.56㎡ 

極度額2,000万円、第1順位、協会優先1,000万円 

 

ポイント 

区分所有の場合は「一棟の建物の表示」は省略し、「専有部分の建物の表示」を記入してください。 

 

（３）条件担保の表示 

信用保証書（様式③）に添付される担保別紙（様式④）に条件担保の内容が表示されます。当該担保別

紙は（変更）保証書とともに原則として当該保証口完済まで保管してください。なお、担保別紙は当該条

件担保に係る最新日付の（変更）保証書に添付された内容が有効となります。 

 

ポイント 

①担保提供者の意思確認を確実に行ってください。なお、後日のトラブルを防止するため、保証付債権も

担保されることを十分に説明してください。 

②条件担保物件が借地上の建物で木造の場合は、火災保険金請求権に対する質権設定をしていただきます。 

③担保別紙の表示について 

信用保証依頼書(様式①)の「備考（担保明細等）」に誤りがあった場合や条件担保の内容を変更して承

諾する場合、修正・変更後の内容を担保別紙に表示します。必ず内容を確認した上、貸付実行をしてく

ださい。 
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２．既存の条件担保をそのまま利用する保証申込 

既存の条件担保保証口の残高がある場合に限り、同一の条件担保を対象とした保証申込ができます。 

 

（１）提出書類 

所定の保証申込書類のみとなります。 

 

（２）信用保証依頼書の記入方法 

信用保証依頼書(様式①)「貸付条件・内容等」欄に下記のとおり記入します。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

担保有無 ２有 

担保種類 １不動産 

設定区分 ２金融機関 

担保流用区分 ２既存（同条件） 

備考（担保明細等） ①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②その他特記事項 

（記入例）条件担保００３ 

 

（３）条件担保の表示 

信用保証書（様式③）に添付される担保別紙（様式④）に条件担保の内容が表示されます。当該担保別

紙は（変更）保証書とともに原則として当該保証口完済まで保管してください。なお、担保別紙は当該条

件担保に係る最新日付の（変更）保証書に添付された内容が有効となります。 

 

３．既存の条件担保の変更を伴う保証申込 

既存の条件担保保証口の残高がある場合に限り、同一の条件担保を対象とした保証申込ができます。 

 

（１）提出書類 

既存の条件担保の変更を伴う保証申込の場合は、所定の保証申込書類に「Ⅲ．条件担保の変更・解除等

に係る事務手続き」（5Ｐ）における変更・解除等に応じた提出書類を追加して保証申込してください。 

 

（２）信用保証依頼書の記入方法 

信用保証依頼書(様式①)「貸付条件・内容等」欄に下記のとおり記入します。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

担保有無 ２有 

担保種類 １不動産 

設定区分 ２金融機関 

担保流用区分 ３既存（変更） 

備考（担保明細等） ①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②変更内容 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３の協会担保枠1,000万円を

2,000万円とする。 

 

ポイント 

協会に提出していただく信用保証委託申込書上に連帯保証人・物上保証人等の署名・捺印は不要ですが、

担保保存義務の関係上、金融機関において、連帯保証人・物上保証人等の利害関係人から担保変更の同意

を得てください(金融機関所定の承諾書等）。 
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Ⅲ．条件担保の変更・解除等に係る事務手続き 
 

１．物件の一部解除（一部抹消） 

 

（１）提出書類 

所定の保証条件変更書類に次の書類を追加して条件変更申込してください。 

①売買の内容がわかる書類（写し）（売買契約書写し等） 

売買に伴い一部解除（一部抹消）する場合に必要です。 

また、変更保証書発行後、次の書類をご提出ください（事後提出条件とします）。 

①抹消の登記完了証(写しでも可)抹消後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可) 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

保証条件変更申込書(様式②)の「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。なお、条件担保が複数

の保証口の対象となっている場合は、全ての保証口について、条件変更手続きが必要です。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 解除 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②解除内容・解除条件 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３のうち物件番号４、５を売

却により解除する。保証番号○○○－○○○○○に○

○○万円内入する。 

 

（３）条件担保の表示 

変更保証書に「条件担保変更」と表示し、担保別紙に残存物件を表示します（変更実行報告書の変更実

行日は、原則として変更保証書発行日。ただし、返済方法の変更等の条件変更を伴う場合は当該変更実行

日）。 

 

２．物件の全部解除（全部抹消） 

条件担保の対象となる保証口が全て完済することにより、条件担保は自動的に全部解除となります。し

たがって、条件担保の対象となる保証口が全て完済する場合、物件の全部解除（全部抹消）の申請は不要

です。なお、条件担保を全部解除（全部抹消）しても当該条件担保の対象となる保証口の残高がある場合

は、保証条件変更が必要となります（解除条件については予め協会と協議する必要があります）。 

 

（１）提出書類 

条件担保を全部解除（全部抹消）しても当該条件担保の対象となる保証口が残存する場合は、所定の保

証条件変更書類に次の書類を追加して条件変更申込してください。 

①売買の内容がわかる書類（写し）（売買契約書写し等） 

 売買に伴い全部解除（全部抹消）する場合に必要です。 

また、変更保証書発行後、次の書類をご提出ください（事後提出条件とします）。 

①抹消の登記完了証(写しでも可し)又は抹消後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可) 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

保証条件変更申込書(様式②)の「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。なお、条件担保が複数

の保証口の対象となっている場合は、全部解除（全部抹消）後も残存する全ての保証口について、条件変

更手続きが必要です。 
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項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 解除 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②解除内容・解除条件 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３を解除する。 

保証番号○○○－○○○○○に○○○万円内入する。 

 

（３）条件担保の解除表示 

当該条件担保の対象となる保証口が全て完済する場合は、当該条件担保は自動的に全部解除となり、解

除に係る書類の発行はありません。なお、全部解除（全部抹消）しても当該条件担保の対象となる保証口

が残存する場合は、変更保証書に「条件担保変更」と表示し、担保別紙を添付しないことにより、全部解

除の表示とします（変更実行報告書の変更実行日は、原則として変更保証書発行日。ただし、返済方法の

変更等の条件変更を伴う場合は当該変更実行日）。 

 

３．物件の差替・追加 

 

（１）提出書類 

所定の保証条件変更書類に次の書類を追加して条件変更申込してください。 

①追加物件の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）（写しでも可） 

②住宅地図（所在地略図）（写し）、公図（14条地図）（写し）、地積測量図（写し）、建物図面・各階

平面図（写し） 

追加物件について必要です。 

③求償の特約に関する念書(印鑑証明書添付要)(様式⑤) 

追加物件が物上保証の場合に物上保証人から徴求します。個人の場合は、「個人情報の取扱いに関する

同意書」が必要です。法人の場合は、念書提出を議決した議事録写し（原本証明付）、履歴事項全部証明

書（商業登記簿謄本）が必要です。 

また、変更保証書発行後、次の書類をご提出ください（事後提出条件とします）。 

①登記完了後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可) 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

保証条件変更申込書(様式②)の「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。なお、条件担保が複数

の保証口の対象となっている場合は、全ての保証口について、条件変更手続きが必要です。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 差替または追加 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②物件差替または追加の変更内容 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３に下記の物件を追加する。 

神戸市中央区海岸町1-2、宅地、123.45㎡ 

同所1-2、家屋番号1-2、居宅、234.56㎡ 

 

（３）条件担保の表示 

変更保証書に「条件担保変更」と表示し、担保別紙に変更後内容を表示します（変更実行報告書の変更

実行日は、原則として変更保証書発行日）。 

 

４．根抵当権の差替 

 

（１）提出書類 

所定の保証条件変更書類に次の書類を追加して条件変更申込してください。 



 

7 

①不動産登記簿謄本（全部事項証明書）（写しでも可） 

設定内容が確認できるもので直近のものが必要です。 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

共同担保の場合に必要です。 

③住宅地図（所在地略図）（写し）、公図（14条地図）（写し）、地積測量図（写し）、建物図面・各階

平面図（写し） 

④求償の特約に関する念書(印鑑証明書添付要)(様式⑤)  

追加物件が物上保証の場合に物上保証人から徴求します。個人の場合は、「個人情報の取扱いに関する

同意書」が必要です。法人の場合は、念書提出を議決した議事録写し（原本証明付）、履歴事項全部証明

書（商業登記簿謄本）が必要です。 

また、新規設定根抵当権と差替する場合は、変更保証書発行後、次の書類をご提出ください（事後提出

条件とします）。 

①登記完了後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可) 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

保証条件変更申込書(様式②)の「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。なお、条件担保が複数

の保証口の対象となっている場合は、全ての保証口について、条件変更手続きが必要です。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 差替 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②根抵当権差替の内容 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３の既存根抵当権と下記の根

抵当権を差替する。 

神戸市中央区海岸町1-2、宅地、123.45㎡ 

同所1-2、家屋番号1-2、234.56㎡ 

極度額2,000万円、第1順位 

 

（３）条件担保の表示 

変更保証書に「条件担保変更」と表示し、担保別紙に変更後内容を表示します（変更実行報告書の変更

実行日は、原則として変更保証書発行日）。 

 

５．根抵当権の順位変更 

 

（１）提出書類 

所定の保証条件変更書類を提出してください。また、変更保証書発行後、次の書類をご提出ください（事

後提出条件とします）。 

①登記完了後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可) 

②順位変更後の共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

保証条件変更申込書(様式②)の「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。なお、条件担保が複数

の保証口の対象となっている場合は、全ての保証口について、条件変更手続きが必要です。 
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項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 順位 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②順位の変更内容 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３の根抵当権を第2順位から第

1順位に変更する。 

 

（３）条件担保の表示 

変更保証書に「条件担保変更」と表示し、担保別紙に変更後内容を表示します（変更実行報告書の変更

実行日は、原則として変更保証書発行日）。 

 

６．協会担保枠の変更 

 

（１）提出書類 

所定の保証条件変更書類を提出してください。 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

保証条件変更申込書(様式②)の「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。なお、条件担保が複数

の保証口の対象となっている場合は、全ての保証口について、条件変更手続きが必要です。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 配分特約 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②協会担保枠（配分特約・優先劣後）の変更内容 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３を協会劣後1,000万円から協

会優先2,000万円に変更する。 

 

（３）条件担保の表示 

変更保証書に「条件担保変更」と表示し、担保別紙に変更後内容を表示します（変更実行報告書の変更

実行日は、原則として変更保証書発行日）。 

 

７．協会担保枠の変更を伴わない根抵当権の極度変更 

 

（１）提出書類 

所定の保証条件変更書類を提出してください。また、変更保証書発行後、次の書類をご提出ください（事

後提出条件とします）。 

①登記完了後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可) 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

保証条件変更申込書(様式②)の「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。なお、条件担保が複数

の保証口の対象となっている場合は、全ての保証口について、条件変更手続きが必要です。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 極度額 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②極度額の変更内容 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３の極度額を1,000万円から

2,000万円に変更する。 
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（３）条件担保の表示 

変更保証書に「条件担保変更」と表示し、担保別紙に変更後内容を表示します（変更実行報告書の変更

実行日は、原則として変更保証書発行日）。 

 

８．土地の地積更正、換地処分、建物の増築 

 

（１）提出書類 

所定の保証条件変更書類に次の書類を追加して条件変更申込してください。 

①不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可) 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

③住宅地図（所在地略図）（写し）、公図（14条地図）（写し）、地積測量図（写し）、建物図面・各階

平面図（写し） 

 土地の地積更正、換地処分、建物の増築がわかるものが必要です。 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

保証条件変更申込書(様式②)の「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。なお、条件担保が複数

の保証口の対象となっている場合は、全ての保証口について、条件変更手続きが必要です。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 地積、面積 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②地積更正、換地処分、建物の増築の内容 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３の面積を地積更正により

123.45㎡から125.67㎡に変更する。 

 

（３）条件担保の表示 

変更保証書に「条件担保変更」と表示し、担保別紙に変更後内容を表示します（変更実行報告書の変更

実行日は、原則として変更保証書発行日）。 

 

９．協会担保枠の変更を伴わない先順位プロパー根抵当権間の順位変更、仮換地指定、担保物件名義人の

変更 

 

条件変更手続きは不要ですが、登記完了後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可)を提出

してください。なお、担保物件名義人の変更について、新たな担保物件名義人が物上保証人の場合は、求

償の特約に関する念書(印鑑証明書添付要)(様式⑤)、個人情報の取扱いに関する同意書（個人の場合）、

念書提出を議決した議事録写し（原本証明付）・履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）（法人の場合）

が必要です。 

 

10．個人債務者（個人被保証人）の法人成り 

 

（１）提出書類 

債務者（被保証人）変更の所定書類を提出してください。法人成りの手続きを「保証条件変更」で行う

か、「個人分を決済条件とする新規申込」で行うかによって、必要書類が異なります。詳しくは「信用保

証の実務解説(事務手続編)」を参照してください。なお、条件担保保証口以外の保証口についても、必ず

法人成りの手続きを行ってください。また、（変更）保証書発行後、次の書類をご提出ください（事後提

出条件とします）。 

①債務者変更、被担保債権の範囲の変更登記（引受債務の追加）登記完了後の不動産登記簿謄本（全部事

項証明書）(写しでも可) 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

③求償の特約に関する念書(印鑑証明書添付要)(様式⑤) 

物上保証の場合に物上保証人から徴求します(再徴求してください)。個人の場合は、「個人情報の取扱

いに関する同意書」が必要です。法人の場合は、念書提出を議決した議事録写し（原本証明付）、履歴事
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項全部証明書（商業登記簿謄本）が必要です。 

 

（２－１）保証条件変更申込書の記入方法（保証条件変更の場合） 

 

保証条件変更申込書(様式②)の「２．債務引受」欄に下記のとおり記入します。 

項目欄名 選択項目・記入内容 

種類 免責的 

理由 ３法人成り 

 

また、「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 その他 

その他の変更及び具体的

内容 

①旧債務者（旧被保証人）名（顧客番号） 

②旧債務者（旧被保証人）の担保別紙担保番号（協会

担保番号） 

③変更内容 

④その他特記事項 

（記入例）被保証人信用太郎（顧客番号123456）の条

件担保００３の被保証人を株式会社信用商事に変更す

る。 

 

（２－２）信用保証依頼書の記入方法（個人分を決済条件とする新規申込の場合） 

 

信用保証依頼書(様式①)「貸付条件・内容等」欄に下記のとおり記入します。 

項目欄名 選択項目・記入内容 

担保有無 ２有 

担保種類 １不動産 

設定区分 ２金融機関 

担保流用区分 ３既存（変更） 

備考（担保明細等） ①旧債務者（旧被保証人）名（顧客番号） 

②旧債務者（旧被保証人）の担保別紙担保番号（協会

担保番号） 

③変更内容 

④その他特記事項 

（記入例）被保証人信用太郎（顧客番号123456）の条

件担保００３の被保証人を株式会社信用商事に変更す

る。 

 

（３）条件担保の表示 

（変更）保証書の担保別紙に変更後内容を表示します（保証条件変更の場合、変更実行報告書の変更実

行日は債務者変更の変更契約締結日）。 

 

11．債務者（被保証人）・債務者（被保証人）兼担保提供者の死亡 

 

（１）提出書類 

 

債務者（被保証人）変更の所定書類に次の書類を追加して申込してください。債務者（旧被保証人）変

更の手続きを「保証条件変更」で行うか、「亡債務者（亡被保証人）分を決済条件とする新規申込」で行

うかによって必要書類が異なります。詳しくは「信用保証の実務解説(事務手続編)」を参照してください。

なお、条件担保保証口以外の保証口についても、必ず債務者（被保証人）変更の手続きを行ってください。

また、（変更）保証書発行後、次の書類をご提出ください（事後提出条件とします）。 

①債務者変更、被担保債権の範囲の変更登記（引受債務の追加）登記完了後の不動産登記簿謄本（全部事
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項証明書）(写しでも可) 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

③求償の特約に関する念書(印鑑証明書添付要)(様式⑤)  

物上保証の場合に物上保証人から徴求します(再徴求してください)。個人の場合は、「個人情報の取扱

いに関する同意書」が必要です。法人の場合は、念書提出を議決した議事録写し（原本証明付）、履歴事

項全部証明書（商業登記簿謄本）が必要です。 

 

（２－１）保証条件変更申込書の記入方法（保証条件変更の場合） 

 

保証条件変更申込書(様式②)の「２．債務引受」欄に下記のとおり記入します。 

項目欄名 選択項目・記入内容 

種類 免責的 

理由 ２単独相続 

 

また、「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 その他 

その他の変更及び具体的

内容 

①旧債務者（被保証人）名（顧客番号） 

②旧債務者（被保証人）の担保別紙担保番号（協会担

保番号） 

③変更内容 

④その他特記事項 

（記入例）被保証人信用太郎（顧客番号123456）の条

件担保００３の被保証人を信用次郎に変更する。 

 

（２－２）信用保証依頼書の記入方法（個人分を決済条件とする新規申込の場合） 

 

信用保証依頼書(様式①)「貸付条件・内容等」欄に下記のとおり記入します。 

項目欄名 選択項目・記入内容 

担保有無 ２有 

担保種類 １不動産 

設定区分 ２金融機関 

担保流用区分 ３既存（変更） 

備考（担保明細等） ①旧債務者（旧被保証人）名（顧客番号） 

②旧債務者（旧被保証人）の担保別紙担保番号（協会

担保番号） 

③変更内容 

④その他特記事項 

（記入例）被保証人信用太郎（顧客番号123456）の条

件担保００３の被保証人を信用次郎に変更する。 

 

（３）条件担保の表示 

（変更）保証書の担保別紙に変更後内容を表示します（保証条件変更の場合、変更実行報告書の変更実

行日は債務者変更の変更契約締結日）。 

 

ポイント 

①債務者（被保証人）が死亡し、相続が開始した場合は、当該根抵当権について6カ月以内に「相続によ

る債務者（被保証人）変更の登記」及び「指定相続人の合意の登記」を行ってください。「指定相続人

の合意の登記』が完了するまでの間は、条件担保を条件とした新たな保証の取扱いはできません。なお、

6カ月以内に「指定相続人の合意の登記」が完了しない場合は、根抵当権が確定しますので、以後の取

扱いはできません。 

②「相続による債務者（被保証人）変更の登記」とは、亡債務者（亡被保証人）の法定相続人を定める登
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記のことをいいます。 

③「指定相続人の合意の登記」とは、根抵当権者(金融機関)と根抵当権設定者(相続人全員)との合意によ

って、相続人のうちから新債務者（新被保証人）を定める登記をいいます。 

④債務者（被保証人）兼担保提供者の場合は「所有権の相続登記」の上、②③の登記が必要です。 

また、債務者（被保証人）変更に伴い、新債務者（新被保証人）以外の担保物件相続人(担保提供者)

が発生した場合は、当該人から「求償の特約に関する念書」(様式⑤) (印鑑証明書添付要)、個人情報

の取扱いに関する同意書を徴求してください。 

 

12．担保提供者兼連帯保証人の死亡 

 

（１）提出書類 

連帯保証人変更の所定書類に次の書類を追加して条件変更申込してください。死亡した担保提供者兼連

帯保証人の担保物件相続人が引き続き連帯保証人になる場合は「連帯保証人の追加・解除」、物上保証人

になる場合は「連帯保証人の解除」の手続きが必要です。詳しくは「信用保証の実務解説(事務手続編)」

を参照してください。また、条件担保保証口以外の保証口についても、必ず連帯保証人変更の手続きを行

ってください。 

①所有権相続登記後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可) 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

③求償の特約に関する念書(印鑑証明書添付要)(様式⑤) 、個人情報の取扱いに関する同意書 

物件相続人を物上保証人とする場合に必要です。 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

 

保証条件変更申込書(様式②)の「３．連帯保証人変更」欄に下記のとおり記入します。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

追加する連帯保証人明細 追加する連帯保証人（兼担保提供者） 

※連帯保証人を追加しない場合は記入不要 

解除する連帯保証人 死亡した連帯保証人（兼担保提供者） 

 

また、「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 所有者 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②変更内容 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３、物件番号３、４の所有者

を信用次郎から信用三郎に変更する。 

 

（３）条件担保の表示 

（変更）保証書の担保別紙に担保物件名義人は表示しません（変更実行報告書の変更実行日は保証人変

更の変更契約締結日）。 

 

ポイント 

①担保提供者兼連帯保証人が死亡した場合は、「所有権の相続登記」を行うとともに、原則として、担保

物件相続人を連帯保証人に追加してください。なお、事情等により連帯保証人に追加しない場合は、「求

償の特約に関する念書」(印鑑証明書添付要) (様式⑤)、個人情報の取扱いに関する同意書を徴求して

ください。 

②所有権相続登記に係る手続きが完了していない場合は、条件担保を条件とした新たな保証の取扱いはで

きません。ただし、全相続人が判明している場合でそれらの方から「担保提供者死亡による相続登記の

念書」(様式⑫)(印鑑証明書添付要)、個人情報の取扱いに関する同意書を徴求できる場合は取扱いでき

ます。
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13．物上保証人の死亡 

 

（１）提出書類 

条件変更手続きは不要ですが、次の書類を提出してください。 

①所有権相続登記後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）(写しでも可) 

②共同担保目録(写しでも可:直近のもの)又は根抵当権設定契約書(写し:追加設定含む) 

③求償の特約に関する念書(印鑑証明書添付要) (様式⑤)、個人情報の取扱いに関する同意書 

 

（２）条件担保の表示 

（変更）保証書の担保別紙に担保物件名義人は表示されません。 

 

ポイント 

①所有権相続登記に係る手続きが完了していない場合は、条件担保を条件とした新たな保証の取扱いはで

きません。ただし、全相続人が判明している場合でそれらの方から「担保提供者死亡による相続登記の

念書」(様式⑫)(印鑑証明書添付要)、個人情報の取扱いに関する同意書を徴求できる場合は取扱いでき

ます。 

  

14．条件担保物件の滅失、毀損 

 

（１）提出書類 

条件担保の物件が滅失、毀損した場合は、滅失・毀損後の閉鎖不動産登記簿謄本（閉鎖事項証明書）(写

しでも可)、現況がわかる写真等の資料を添付して直ちに協会へ連絡してください。事後の対応について

金融機関と協会との双方で協議するものとします。提出書類は「物件の一部解除（一部抹消）」と同様と

します（5Ｐ）。 

 

（２）保証条件変更申込書の記入方法 

保証条件変更申込書(様式②)の「５．担保変更」欄に下記のとおり記入します。なお、条件担保が複数

の保証口の対象となっている場合は、全ての保証口について、条件変更手続きが必要です。 

 

項目欄名 選択項目・記入内容 

変更事項 解除 

その他の変更及び具体的

内容 

①担保別紙担保番号（協会担保番号） 

②物件の解除内容 

③その他特記事項 

（記入例）条件担保００３のうち物件番号４を滅失に

より解除する。 

 

15．根抵当権の確定 

条件担保の根抵当権が確定した場合は、確定後の不動産登記簿謄本（全部事項証明書）又は差押通知(写

し)等を添付して、直ちに協会へ連絡してください。事後の対応について金融機関と協会との双方で協議

するものとします。なお、差押が解除された場合は、解除通知(写し)を添付して、直ちに協会へ連絡して

ください。 
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Ⅳ．代位弁済に係る事務手続き 
代位弁済の際は条件担保の根抵当権について確定登記の上、根抵当権移転登記を行ってください。 

 

１．確定登記 

①代位弁済予定日までに必ず確定登記をしてください。 

②確定登記の方法は次の何れかです。 

１）所有者から確定登記の委任状(様式⑥)を徴求し、金融機関との合意により確定登記をする。 

２）根抵当権者（金融機関）の元本確定の意思表示請求に基づき、根抵当権者のみの申請書により確定登

記をする。 

配達証明付内容証明郵便による請求もしくは公示送達によって意思表示します。 

３）金融機関自らが競売の申立を行う。 

確定までにかなり日数を要するので、協会の管理担当者から代位弁済決定の連絡があった時点から、

競売の準備をしておいてください。競売での確定は競売開始決定の写しと開始決定の登記がなされた

不動産登記簿謄本（全部事項証明書）を添付してください。 

４）第三者の競売の申立により根抵当権者のみの申請により代位弁済と同時に確定登記と移転登記をする。 

第三者の競売の申立により競売手続が開始したときや、滞納処分による差押があったことを根抵当権

者が知った時は、その時から２週間を経過すれば被担保債権が確定しますが、移転登記ができる確定

状態にはありません。この場合、申請書に催告等を受けたことを証する書面(債権届出の催告書等)を

添付し、かつ当該根抵当権の移転等の登記とともに申請する場合に限り、根抵当権者のみで元本確定

の登記申請をすることができます。ただし、登記申請日までに差押登記等の抹消登記がなされている

場合は、改めて確定の登記が必要となり、代位弁済は確定登記後となりますので、注意を要します。 

５）債務者（被保証人）が破産手続開始決定を受けており、根抵当権者のみの申請により代位弁済と同時

に確定登記と移転登記をする。 

破産の登記のある商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）と破産手続開始決定通知書のどちらも原本

が必要となり、また、移転とは別に確定用の委任状も必要です。 

 

ポイント 

①確定手続きに時間を要する場合、条件担保・条件外担保を問わず、免責利息の発生にご注意ください。 

 

２．移転登記 

①代位弁済と同時に「代位弁済証書」(【一部移転】様式⑦【全部移転】様式⑧)を作成の上、速やかに移

転してください。 

②代位弁済証書における代位弁済額は、原則として、条件担保保証口以外の保証口を含めた当該金融機関

に係る代位弁済額とします。なお、「条件担保にかかる弁済配分に関する合意書」(様式⑨)に記載する

債権は、担保別紙に記載された条件担保保証口とします（条件担保保証口以外の保証口は協会劣後とな

ります）。 

 

ポイント 

①根抵当権のあき枠は、代位弁済時における金融機関の債権額(条件担保債権を含む)に2年分の利息を加

算したものを極度額から差し引いたものとします。 

②移転登記の手続きは、原則として、協会が行いますので、「代位弁済証書」を代位弁済履行日までに作

成の上、提出してください。 

 

３．確定・移転登記の費用 

確定及び移転登記の費用負担については次のとおりとします。 

 確定登記(競売費用を含む) 移転登記 

条件担保 一部移転→金融機関負担 

全部移転→協会負担 

協会負担 

条件外担保 協会負担 協会負担 
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ポイント   

①協会負担の場合において、金融機関が競売申立及び確定登記訴訟に要した弁護士(司法書士)費用は負担

しません。また、競売申立が移転登記を目的としない場合も負担しません。 

②条件担保において、金融機関が競売申立により確定させた場合で、申立債権が保証付債権のみで、協会

が競売事件を承継する場合の競売費用(弁護士・司法書士費用を除く)は協会が負担します。 

 

４．火災保険質権の移転 

原則として、金融機関で設定している火災保険の質権についても、代位弁済時に移転していただきます。

この場合、全部移転の場合は質権移転承認請求書(様式⑩)、一部移転の場合は質権一部移転承認請求書(様

式⑪)を提出してください。 

 

５．弁済(配当)に係る優先・劣後の合意 

①代位弁済時に協会と金融機関との間で担保別紙に記載された条件に基づき「条件担保にかかる弁済配分

に関する合意書」(様式⑨)を取り交わし、双方で1通ずつ保管することとします。 

②条件担保保証口以外の債権については金融機関が協会に優先します。 

 

６．条件外担保の取扱い 

金融機関が条件担保とした根抵当権以外に根抵当権を有しており、その根抵当権にあき枠がある場合は、

条件外であっても確定登記の上、代位による根抵当権移転をしていただきます。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は根抵当権移転の必要はありません。 

①あき枠が移転費用にも満たない場合 

②あき枠があっても処分価値のない場合 

③判決によらなければ確定登記できない場合 

④その他協会にとって移転を受ける実益がない場合 

 

ポイント 

①根抵当権のあき枠は、代位弁済時における金融機関の債権額(条件担保債権を含む)に２年分の利息を加

算したものを極度額から差し引いたものとします。 

②条件外担保については、金融機関が協会に優先します（ただし、保証会社付プロパー債権の場合は同順

位となります）。金融機関が協会に優先する場合、協会は金融機関に対して「協会劣後弁済にかかる念

書」(様式⑬)を発行します。 

 

Ⅴ．競売に係る取扱い 
 

１．競売申立 

条件担保を確定の上、協会へ一部移転した場合、裁判所によっては協会単独での競売申立が認められな

いことがあります。この場合、金融機関から協会に対して「競売申立に関する同意書」(様式⑭)を発行し

ていただくか、又は、金融機関において競売の申立をしていただくことがありますので、ご協力ください。 

 

２．競売配当 

代位弁済時に当協会と金融機関で取り交わした「条件担保にかかる弁済配分に関する合意書」(様式⑨)

は当事者間の特約に過ぎず、不動産登記簿謄本（全部事項証明書）上では明示されていません。したがっ

て、裁判所に債権計算書を提出する時は、必ず協会と事前相談の上、「条件担保にかかる弁済配分に関す

る合意書」(様式⑨)に基づいた配当となるようにしてください。 
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Ⅵ．弁済(配当)時の充当順序 
 

原則として、条件担保の「協会担保枠」を上限として優先・劣後等の取り決めに従い、弁済(配当)を受

けるものとします。 

 

１．協会の債権が条件担保債権のみの場合 

債権額は元金と弁済(配当)日までの利息、損害金との合計額とします。 

 

☆「協会優先」の場合の弁済(配当) 

【例1】極度額1,000万円弁済(配当)800万円の場合 

 担保枠 債権額 充当額 

①協会 400万円 500万円 400万円 

②金融機関 600万円 600万円 400万円 

※「協会優先」なので、弁済(配当)800万円のうち、400万円を優先して協会担保枠(400万円)に充当し、

残りの400万円を金融機関担保枠(600万円)に充当します。 

 

☆「協会劣後」の場合の弁済(配当) 

【例2】極度額1,000万円弁済(配当)800万円の場合 

 担保枠 債権額 充当額 

①金融機関 600万円 700万円 600万円 

②協会 400万円 400万円 200万円 

※「協会劣後」なので、弁済(配当)800万円のうち、600万円を優先して金融機関担保枠(600万円)に充当

し、残りの200万円を協会担保枠(400万円)に充当します。 

 

☆「同順位」の場合の弁済(配当)ケース１ 

【例3】極度額1,000万円弁済(配当)800万円の場合 

 担保枠 債権額 充当額 

①金融機関 600万円 700万円 480万円 

①協会 400万円 400万円 320万円 

※「同順位」なので、担保処分時の分配金額は担保枠の割合によるものとします。したがって、弁済(配

当)800万円を金融機関、協会それぞれの担保枠の割合によって按分充当します。 

 

金融機関800万円×6/10=480万円 

協会  800万円×4/10=320万円 

 

☆「同順位」の場合の弁済(配当)ケース２ 

【例4】極度額1,000万円弁済(配当)800万円の場合 

 担保枠 債権額 充当額 

①金融機関 600万円 800万円 500万円 

①協会 400万円 300万円 300万円 

※「同順位」なので、.担保処分時の分配金額は担保枠の割合によるものとします。したがって、配当(充

当)800万円を金融機関、協会それぞれの担保枠の割合によって按分します。 

 

金融機関800万円×6/10=480万円 

協会  800万円×4/10=320万円 

 

この場合、協会は債権額(300万円)を超えた弁済(配当)となるので、超えた分の20万円は金融機関への充

当となります。 

 

金融機関480万円＋20万円＝500万円 

協会  320万円－20万円=300万円 
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☆「同順位」の場合の弁済(配当)ケース3 

【例5】極度額1,000万円弁済(配当)700万円の場合 

 担保枠 債権額 充当額 

①金融機関 600万円 400万円 400万円 

①協会 400万円 400万円 300万円 

※「同順位」なので、担保処分時の分配金額は担保枠の割合によるものとします。したがって、弁済(配

当)700万円を金融機関、協会それぞれの担保枠の割合によって按分します。 

 

金融機関700万円×6/10=420万円 

協会  700万円×4/10=280万円 

 

この場合、金融機関は債権額(400万円)を超えた弁済(配当)となるので、超えた分の20万円は協会への充

当となります。 

 

金融機関420万円－20万円=400万円 

協会  280万円＋20万円=300万円 

 

２．協会の債権が条件担保債権と条件担保外債権の両方ある場合 

条件担保外債権は全ての債権に劣後します。したがって、協会の条件担保債権及び金融機関プロパー債

権を上記の方法で充当し、なおかつ残余があれば条件外担保債権に充当します。 
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Ⅶ．様式 
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様式①保証条件依頼書 
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様式②保証条件変更申込書 
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様式③信用保証書 
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様式④担保別紙 
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様式⑤求償の特約に関する念書 
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様式⑥委任状 
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様式⑦代位弁済証書（一部移転用） 
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様式⑧代位弁済証書（全部移転用） 

 



 

29 

様式⑨条件担保にかかる弁済配分に関する合意書 

 



 

30 

様式⑩質権移転承認請求書 
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様式⑪質権一部移転承認請求書 

 



 

32 

様式⑫担保提供者死亡による相続登記の念書 
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様式⑬協会劣後弁済にかかる念書 
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様式⑭競売申立に関する同意書 

 


